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9） 議案第 64 号

10） 議案第 65 号

５． 閉　　　　　　会

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

令和７年１１月２８日（金）

午後２時３０分
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農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について

農地法第５条第１項第６号目的の買受適格証明願に対する専決処分について
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令和７年１１月２８日（金）　　午後２時３０分
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議長 会長　福島　明

委　　　　員　　　　出　　　　席　　　　状　　　　況
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　開会 事務局長 　それでは、令和７年第１１回深谷市農業委員会総会を開会いたし
ます。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況をご報告いたします。
　農業委員２４名全員の出席となっておりますので、農業委員会等
に関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりま
すことをご報告いたします。また、農地利用最適化推進委員は、１６
名全員の出席となっておりますことを合わせてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、ここからは福島会長にお願いしたいと思
います。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　本日は大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。議席番号１４番 
加藤 延宏委員、議席番号１５番持田 一𠮷委員、以上２名を指名い
たします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第５０号、及び、報告第５２～５５号については、深谷
市農業委員会事務専決規定により、専決処分を行っていることから、
事務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、議案書の５ページ、報告第５１号の「農地法第３条の３、第１
項の規定による届出に対する専決処分」については、一部斡旋の
希望があるため、事務局からの説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、報告第５１号「農地法第３条の３、第１項の規定に
よる届出に対する専決処分」について説明いたします。

　【報告第５１号について概要を説明】

事務局 　説明につきましては以上でございます。

議　長 　只今、事務局より斡旋に関する説明がありましたが、何か質疑等
ございますか。
　質疑が無いようであれば、この斡旋に対する案件につきましては、
地元の農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましてはお
借りしていただける方をご存じでしたら事務局までお知らせ願いま
す。

　議案第６２号 議　長 　次に、議案書の２５ページ、議案第６２号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

事務局 　はい、それでは、議案書２５ページ、議案第６２号「農地法第３条の
規定による許可申請について」事務局より説明いたします。

　【議案第６２号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について」の説明は以上で
す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案の審議に移りますが、整理番号１番については
○○委員、整理番号４番については○○委員、整理番号５番につ
いては○○委員に係る案件となっております。
　審議にあたっては、それぞれ個別に審議を行い、最後にそれ以
外の案件を一括で審議いたしますので、宜しくお願いいたします。
　なお、該当する委員につきましては、関係する案件の審議に加わ
ることができませんので、ご承知おきください。それでは最初に、整
理番号１番について審議いたします。○○委員の一時退出を求め
ます。

　（○○委員、退出）

議　長 　それでは、整理番号１番について審議いたします。この件に関し、
質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　次に整理番号４番について審議いたします。○○委員の退出を求
めます。

　（○○委員、退出）

議　長 　それでは、整理番号４番について審議いたします。この件に関し、
質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　続いて整理番号５番について審議いたします。○○委員の退出を
求めます。

　（○○委員、退出）

議　長 　それでは、整理番号５番について審議いたします。この件に関し、
質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　それでは、最後に、それ以外の案件について、一括して審議いた
します。質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第６３号 議　長 　次に、議案書の３１ページ、議案第６３号「農地法第４条第１項の規
　「農地法第４条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明させていただきます。
　議案書３１ページ及び別添の総会議案資料の３ページを併せてご
確認下さい。
　議案第６３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につ
いて」であります。

　【議案第６３号について概要を説明】
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

事務局 　農地法第４条の許可申請承認につきましては以上３件です。
　ご審議のほど、お願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第６４号 議　長 　次に、議案書の３３ページ、議案第６４号「農地法第５条第１項の規
　「農地法第５条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３３ページ及び別添総会議案資料５ページと併せてご確認
ください。

　【議案第６４号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上８件です。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議に移りますが、整理番号７番につ
きましては、○○委員に関する案件となりますので一時退出を求め
ます。

　（○○委員、退出）

議　長 　それでは、最初に整理番号７番について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは、それ以外の案件について、一括して審議いたします。
この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第６５号 議　長 　次に、議案書の３７ページ、議案第６５号「農用地利用集積等促進
　「農用地利用集積等 計画（案）に対する意見について」を議題とします。農業振興課より
促進計画（案）に対する 説明を求めます。
意見について」

農業振興課 　議案書３７ページ議案第６５号「農用地利用集積等促進計画（案）
に対する意見について」農業振興課より説明させていただきます。

　【議案第６５号について概要を説明】

農業振興課 　以上、説明とさせていただきます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　次に番号の１４番から１５番につきましては、新規就農に関する案
件となりますので、委員より意見を伺います。
　福地 伸夫委員、お願いいたします。

福地委員 　番号１４番から１５番の借受人の新規就農について、報告いたしま
す。
　１０月２２日に、私と農業委員会事務局職員、農業振興課職員でヒ
アリングを行いました。
　借受人は現在、知人農家で研修を受けながら、農業に従事して
います。今後、農地を借り受け、独立し、本格的に血洗島地区など
を拠点に農業を営む予定とのことです。
　労働力は、現在は本人のみですが、繁忙期等には両親が手伝い
をしてくれるとのことです。
　作物構成は、露地野菜のオクラ、ブロッコリー、カリフラワーで、将
来的には施設野菜も検討しているとのことです。
　基本装備は、研修先から、トラクターや管理機、トラックなどを必要
に応じて借りることができます。今後は経営の安定に合わせ、設備
を整えていく意向です。
　販路については、農協や市場への出荷を計画しています。
　以上のことから、今後も研修先農家から技術指導の支援を受けら
れる見込みであり、就農については、特段問題ないものと考えます。
　報告は、以上となります。

議　長 　福地委員、ありがとうございました。
　次に番号の１１０番につきましては、事務局 ○○に関係する案件
となっておりますので、一時退出を求めます。

　（○○、退出）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは最初に、１１０番について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○、入室してください。

　（○○、入室）
 

議　長 　それでは、次にそれ以外の案件について一括して審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議
は全て終了いたしました。これにて、議長の職を解かせていただき
ます。ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和７年第１１回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和７年１１月２８日

議　　長 福島　明

署名委員 加藤　延宏

署名委員 持田　一𠮷


